
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースストリップ（１）の上に第１の回動ストリップ（２）を折り畳むことができるよ
うに、該ベースストリップ（１）と第１の回動ストリップ（２）をそれぞれの一端部でヒ
ンジ（３）によって互いに取り付けると共に、これらのストリップにスナップ留め装置を
設けて、閉鎖位置で前記ベースストリップ（１）と第１の回動ストリップ（２）とを互い
にロックできるようにした折り畳み式バックルを備えた留め金具であって、
　前記スナップ留め装置は、
　 前記ベースストリップ（１）から隆起され それ
ぞれに第１係合構造 が形成された のトング（４
、５）と、前記 ストリップ（ ）に形成された音叉形のフォーク（６）とを備
えており、
　このフォーク（６）は、 それぞれの端部（９、１０）

閉鎖位置にある時に、

係合して前記ベースストリップ（１） 第１の回動ストリップ（２）とが互
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互いに対向するよう るとともにそれらの
としてのエッジ（２０、２１） 第１、第２

第１の回動 ２

その に第２係合構造としての傾斜
平面（１３、１４）が設けられた第１、第２のブランチ（７、８）を有しており、さらに
、これらの第１、第２のブランチ（７、８）は、前記第１の回動ストリップ（２）と前記
ベースストリップ（１）とが 前記対向する第１、第２のトング（４
、５）の間に挿入されて、前記第１のブランチ（７）の端部（９）に形成された傾斜平面
（１３）が前記第１のトング（４）のエッジ（２０）に、前記第２のブランチ（８）の端
部（１０）に形成された傾斜平面（１４）が前記第２のトング（５）のエッジ（２１）に
それぞれ と前記



いにスナップロックされることを特徴とする留め金具。
【請求項２】
　さらに、前記ベースストリップ（１）の上であって、前記第１の回動ストリップ（２）
に隣接して第２の回動ストリップ（２６、３０）を設けたことを特徴とする請求項１記載
の留め金具。
【請求項３】
　前記第２の回動ストリップ（３０）は、ヒンジ（３２）で回動可能に取り付けられたユ
ニット（３１）を含み、そのユニットに設けられたフレーム（３３）上を２つの押しボタ
ン（３４、３５）が摺動すると共にそれぞれ復帰ばね（３６、３７）で戻されるようにな
っており、これらの押しボタンはそれぞれＴ字形のフック（３８、３９）を含み、このそ
れぞれのＴ字形のフックを前記２つの押しボタンが押された状態であってそれらのフック
間の距離が近接している状態で前記ベースストリップ（１）に設けられた前記第２の回動
ストリップ（３０）のために形成された２つのトングの間に押し込み、前記押しボタンを
解除することによって前記復帰ばねを作用させて前記２つのＴ字形のフック間距離が広げ
られて前記トングとそれぞれ係合され、それによって、前記ベースストリップ（１）と前
記第２の回動ストリップ（３０）とがロックされるようにしたことを特徴とする請求項
記載の留め金具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ベースストリップの上に少なくとも１つの回動ストリップを折り畳むことがで
きるようにし、ストリップをそれぞれの一端部でヒンジによって互いに取り付けると共に
、これらのストリップにスナップ留め装置を設けて、閉鎖位置でそれらを互いにロックで
きるようにした折り畳み式バックルを備えた形式の留め金具に関する。
【０００２】
【従来の技術】
以上の定義に当てはまる留め金具はすでに幾度も提案されている。
スイス特許第６６３，５２２号は、細長い開口を設けたベースストリップを備えて、ベー
スストリップの開口の方向に延出した２つの細長いホーンを設けた回動ストリップをベー
スストリップ上に折り畳むことができるようにした折り畳み式バックルを備えた留め金具
を開示している。留め金具が閉鎖位置にあるとき、回動ストリップの２つのホーンをベー
スストリップの開口内に強制的に係合させて、このシステムでスナップ締め付け装置を形
成している。開口及びホーンは留め金具の長手方向に向いているので、留め金具を長手方
向に折り畳もうとする動きでこの留め金具が誤って開放することはないが、ホーン及び開
口がストリップの方向と垂直な方向に向いた場合、そのような誤った開放が発生する危険
性がある。
【０００３】
同様な装置が、スイス特許第５９３，６４８号、スイス特許第３５３，５６７号及びスイ
ス特許第６７１，４９９号にも開示されている。
フランス特許第２，７３５，３３５号に開示されている留め金具も、第１トングをベース
ストリップから隆起させ、第２トングを回動ストリップから隆起させ、これら２つのトン
グを閉鎖位置では背中合わせで先端部と末端部が合うように配置したスナップ留め装置を
備えている。この特許は、同じベースストリップを用いて上記のようにスナップ留め具に
よるか、押しボタンによって取り付けることができる第２回動ストリップの使用を予想し
ている。このため、トングを備えた回動ストリップか、手動操作式押しボタンを備えた回
動ストリップのいずれでも取り付けることができる点で、ベースストリップは多目的形式
である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
これらのシステムはすべて、急速に摩耗し、比較的少ない回数の開閉動作で留め金具を適
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２



当に固定できなくなるという欠点を備えている。これは、ホーンの突出長さが非常に短い
ことが実質的な原因であり、そのために屈曲の大きさが非常に小さくなり、従ってスナッ
プはめ付け力が高くなる結果、システムの摩耗が急速になる。
本発明は、従来の留め金具のこのような問題を解決しようとするものである。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明の留め金具は、留め金具の長手方向と垂直な方向で互いに向き合うようにしてベー
スストリップから隆起した２つのトングと、回動ストリップに形成された音叉形のフォー
クとを含むスナップ留め装置を備えており、フォークは、端部が曲がった２つのブランチ
を有して留め金具の長手方向に延在しており、その端部の各々は、留め金具が閉鎖位置に
ある時、ベースストリップから隆起しているトングの１つにスナップロックされるように
構成されている。
次に、添付の図面を参照しながら、本発明を以下にさらに説明する。
【０００６】
【発明の実施の形態】
本実施形態はブレスレットの留め金具である。図１に示されているように、本ブレスレッ
ト留め金具は折り畳み式である。この留め金具では、ベースストリップ１の上にに少なく
とも１つの回動ストリップ２を折り畳むことができるようになっている。ストリップ１及
び２は、それぞれの一端部でヒンジ３によって互いに取り付けられている。このヒンジは
、最も簡単な方法では、ベースをストリップ１及び２の端部に設けられた穴に挿通して形
成される。
【０００７】
図１に示されているように、留め金具は、ベースストリップ１上に折り畳むことができる
第２回動ストリップ２６を備えることができる。この第２ストリップはベースストリップ
１の他端部に第２ヒンジ１７によって取り付けられる。図１には明示されていないが、ブ
レスレットの第１部分が、穴１５に挿通したバーで回動ストリップ２に取り付けられる一
方、ブレスレットの第２部分は、穴１６に挿通したバーで回動ストリップ２６に取り付け
られる。ベースストリップ１及び回動ストリップ２及び２６は２重スナップ留め装置を備
えて、留め金具の閉鎖位置において回動ストリップをベースストリップ上にロックするこ
とができる。
【０００８】
留め金具は、単一の回動ストリップ２を設けるだけでもよい。この場合、第１ブレスレッ
ト部分は穴１５に挿通したバーで回動ストリップ２の他端部に取り付けられ、第２ブレス
レット部分は、ヒンジ１７で示された場所でベースストリップ１の他端部に取り付けられ
る。単一の回動ストリップを備えた留め金具の場合、その回動ストリップはベースストリ
ップの長さとほぼ同じ長さに形成するということは理解できるであろう。
【０００９】
本発明の主題、すなわちスナップ留め装置またはスナップロック装置を次に説明する。
図１に示されているように、２つのトング４及び５がベースストリップ１から切り起こさ
れて隆起している。これらのトングは、留め金具の長手方向Ｙと垂直な方向で互いに向き
合うように配置されている。図２に示されているように、音叉形のフォーク６が回動スト
リップ２に形成されて、留め金具の長手方向に向いている。音叉形のフォークとは、ここ
では長い２つのブランチ７及び８をブリッジで連結した部分のことである。実質的に非常
に短くて音叉よりもむしろＵ字形に似ている従来の技術のホーンとは異なっている。フォ
ーク６のブランチ７及び８の端部９及び１０は曲がって、留め金具が閉鎖位置にある時、
ベースストリップから隆起したトングの１つにスナップロックされるように構成されてい
る。
【００１０】
図面に示されている本発明の特定の実施形態によれば、ブランチ７及び８の曲がった端部
９及び１０の各々にフレア部分１１及び１２が設けられている。図１から明らかなように
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、各フレア部分は傾斜平面１３及び１４を備えており、この傾斜平面はベースストリップ
１から隆起した対応のトング４及び５と協働することによって、回動ストリップ２をベー
スストリップ１上にスナップロックすることができる。
【００１１】
スナップ留め具は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面である図３に特に詳しく示され
ている。図３は、隆起トング４及び５を備えたベースストリップ１を断面で示している。
フォーク６のブランチ７及び８がブランチの端部９及び１０で示されている回動ストリッ
プ２も、図３に断面で示されている。端部９及び１０には、それぞれ傾斜平面１３及び１
４を形成したフレア部分１１及び１２が設けられている。留め金具が閉鎖位置にある時、
図３に示されているように、傾斜平面１３及び１４が矢印２０及び２１で示されている位
置でトング４及び５の下側にはまって、留め金具をロックする。留め金具を開放する場合
、回動ストリップ２に上向きの力を加える。この時、傾斜平面１３及び１４がトング４及
び５の下側を摺動して、ブランチ７及び８の端部９及び１０が互いに近づく方向へ移動す
ることによって、回動ストリップ２がベースストリップ１から離脱する。留め金具を閉じ
る場合、フレア部分１１および１２がトング４及び５に接するまで、２つのストリップを
互いに近づける。この時、ストリップ２に対する押し付け力でブランチ７及び８が湾曲移
動し、これらが互いに近づく方向へ移動して、やがて傾斜平面１３及び１４がトング４及
び５の下側に捕らえられる。
【００１２】
図面に示されているように、ベースストリップ１から隆起しているトング４及び５と、回
動ストリップ２に形成されたフォーク６は、それらを一部として含むストリップと一体的
に形成することが望ましい。これは、単純な押し抜き加工に続いて折り曲げ加工を施すこ
とによって行われる。これにより、使用時に脆弱であると共に高コストの追加部品をなく
すことができる。
【００１３】
ベースストリップ１及び回動ストリップ２はストリップ形の輪郭に切り取ることができ、
これは屈曲させた板金よりも剛直であると共に、容易に変形させることができる。これら
の部品の製造には金属射出成形（ＭＩＭ）も考えられる。
図１及び図２は、留め金具が２つの回動ストリップを備えている場合に、これらの第１及
び第２ストリップに本発明のスナップ留め装置を設けたところを示している。
【００１４】
しかし、回動ストリップの一方に押しボタン式ロック装置を設けて、他方のストリップに
本発明によるスナップ留め装置を設けることも考えられる。この場合が、図４ないし図７
に示されている。これらの図面では、図１及び図２の回動ストリップ２が回動ストリップ
３０に代わっている。しかし、いずれの場合にも、図１及び図４から明らかなように、単
一のベースストリップ１が使用されることに注意されたい。
従って、図４ないし図７は、ベースストリップ１が回動ストリップ３０と共に押しボタン
式ロック装置を形成しているところを示している。このため、押しボタン式ロック装置は
、回動ストリップ３０の他端部にヒンジ３２によって回動できるように取り付けられたユ
ニット３１を備えている。このユニット３１にフレーム３３が設けられ、そのフレーム３
３上を２つの押しボタン３４及び３５が摺動し、それぞればね３６及び３７で戻される。
これらの押しボタン３４及び３５の各々は、Ｔ字形に切ったフック３８及び３９を有して
いる。Ｔ字形の水平バーが、ベースストリップ１から隆起したトング４及び５のラグ２２
、２４及び２３、２５の下側と係合することによって、留め金具をロックすることができ
る。
この装置は、図４及び図５に斜視図で示されているが、図６の平面及び図７の断面を参照
しながらさらに詳細に説明する。
【００１５】
フレーム３３は、ヒンジ３２によって回動ストリップ３０に回動可能に取り付けられてい
る。このフレーム３３に２つの押しボタン３４及び３５が取り付けられてその上を摺動す
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ると共に、それぞればね３６、３７によって戻される。押しボタン３４はＴ字形のフック
３８を備えており、そのＴ字形の水平バーがトング４のラグ２２及び２４の下側に保持さ
れる。同様に、押しボタン３５はＴ字形のフック３９を備えており、そのＴ字形の水平バ
ーがトング５のラグ２３及び２５の下側に保持される。装置を閉じる場合、回動ストリッ
プ３０及びユニット３１をベースストリップ１の方へ移動させる。これらの部材すべてを
押し付けることによって、フック３８及び３９の水平バーが、ばね３６及び３７の復帰力
に逆らって、それぞれラグ２２、２４、及び２３、２５に沿って摺動して、やがてこれら
のバーはラグの下側に保持される。これによって留め金具はロックされて、回動ストリッ
プ３０に加えられるどのような上向きの力も留め金具を開放することはできず、この開放
は、押しボタンを押してフック３８及び３９をラグ２２、２４及び２３、２５から離脱さ
せた場合だけ可能である。
【００１６】
図４及び図５に示されている実施形態の場合、第１ブレスレット部分がフレーム３３の穴
４１に挿通したバーでユニット３１に取り付けられる一方、ブレスレットの第２部分は、
穴１６に挿通したバーで回動ストリップ２６に取り付けられる。この場合、ベースストリ
ップ１に、押しボタン装置を備えた第１回動ストリップ３０と、スナップ留め装置を備え
た第２回動ストリップ２６とが取り付けられている。留め金具が閉鎖位置にある時だけス
トリップ２６が開放できないようにするため、ストリップ２６の端部を覆う屋根部分４０
が部材３１に設けられている。
【００１７】
非常に簡単な手段（１本のバーを取り外して交換する）によって、スナップ留め具でロッ
クされる留め金具を押しボタンでロックされる留め金具に交換できることがわかる。いず
れの場合も同じベースストリップを用いながら、留め金具の閉鎖状態の安全性を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】開放位置にある本発明の留め金具の斜視図である。
【図２】閉鎖位置にある本発明の留め金具の斜視図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った断面図である。
【図４】開放位置にある本発明の留め金具の斜視図であり、この留め金具の回動ストリッ
プは押しボタン式ロック装置を備えている。
【図５】閉鎖位置にある図４の留め金具の斜視図である。
【図６】図５に示されている押しボタン装置の上面図である。
【図７】図６のＶＩＩ－ＶＩＩ線に沿った断面図である。
【符号の説明】
１　ベースストリップ、　２　回動ストリップ、　３　ヒンジ、
４、５　トング、　６　フォーク、　７、８　ブランチ、
９、１０　ブランチ端部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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